
 

 

平成22年11月30日 

各  位 

東京都港区麻布十番一丁目10番10号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長 津江 真行 

（コード番号：3236） 

問い合わせ先 経営企画部長 矢野 義晃 

電話 03－6685－3100 

 

自己株式（第1種優先株式）の無償取得に関するお知らせ 

 

当社は、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づいて、下記の通り、当社第1種

優先株式の無償取得をいたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 自己株式の無償取得の理由 

平成22年10月31日付で公表いたしました「第三者割当による新株式（第1種優先株式）発行の払込完了及

び一部失権並びに減資等の効力発生及び債務免除の実施に関するお知らせ」に記載の通り、当社は、当社の民事

再生手続における再生計画に従い、平成22年10月8日付及び同年10月22日付の取締役会決議に基づき、100

万円を超える再生債権を有する再生債権者を割当先として、340,000株に全再生債権者の有する100万円を超え

る再生債権の合計金額における当該割当先の有する100万円を超える再生債権の金額の割合を乗じた数（1株未

満は切り捨てます。）の第1種優先株式の割り当て（以下「本第三者割当」といいます。）を行い、平成22年10

月31日付で、合計339,485株の第1種優先株式を発行いたしました。 

当社は、本第三者割当の割当先の1社である株式会社みなと銀行との間において平成22年9月29日付で「物

件の売却等に関する基本合意」（以下「基本合意」といいます。）を締結しており、かかる基本合意において、同

銀行に対して担保として提供していた2個の物件（以下「担保物件」といいます。）の売却が平成22年10月1

日以降に完了し、基本合意に規定される基準価格（以下「基準価格」といいます。）と異なる金額が同銀行に弁

済された場合には、本第三者割当の際の割当株式数の計算の基礎となる同銀行が保有する100万円を超える再生

債権の金額に変動が生じるため、かかる差額分について必要な調整する旨合意しておりましたが、平成22年10

月29日付で担保物件の売却が完了し、当社は、同銀行に対し、基準価格を1,020万円上回る金額を弁済いたし

ました。 

この結果、本第三者割当の際の株式会社みなと銀行に対する割当株式数の計算の基礎となる100万円を超える

再生債権の金額が、1,020万円分について事後的に減少することになったため、本第三者割当により、株式会社

みなと銀行に対して割り当てを行った13,497株のうち、かかる差額分に相当する割当株式数である94株につい

ては、減少させるための調整が必要となりました。そこで、当社は、基本合意に基づき、かかる減少のための調

整を行なうべく、平成22年11月30日付で株式会社みなと銀行との間において株式譲渡契約書を締結し、同日

付で、同銀行に対して割り当てを行った第1種優先株式のうち94株について、会社法第155条第13号及び会社
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法施行規則第27条第1号の規定に従い、無償で譲渡の実行を受けることといたしました。 

 

２． 取得に係る事項の内容 

 

（１） 取得対象株式の種類 第1種優先株式 

（２） 取得する株式の総数 94株 

（３） 株式の取得の日程 平成22年11月30日 

（４） 取 得 先 株式会社みなと銀行 

 

３． 取得先の概要 

 

（１） 名 称 株式会社みなと銀行 

（２） 本 店 所 在 地 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目1番1号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役頭取 尾野 俊二 

（４） 事 業 内 容 銀行業 

（５） 資 本 金 の 額 27,484百万円（平成22年6月30日現在） 

 

以上 
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